
第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

69.6% 68.2% 68.1% 67.5% 72.6%

番号

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

33.10% 38.10%

基本施策 （１）助け合い、支え合うコミュニティづくり

毎年の指標
行政区加入率
※庁内資料（総務課総務担当）から

施策の方向 ①転入者への行政区加入の促進

基本目標 １　ほがらかに地域を支える人づくり ５年後の指標

地域内で困っている世帯に対して、
手助けしている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

評価結果（総括）

適切な廃棄物の排出にも繋がるため行政区への加入を推奨しているが、加入率の増加に繋がっているとは言えない。
転入者の行政区への加入促進を取組む中で、行政区の役割の重要性を転入者に説明するだけでの促進には限界がある。実際に転入者が地域の中に身に置いたときに、地域コミュニティの必要性や重要性が実
感できるような取組が必要である。
引き続き、行政区活動の重要性、必要性について丁寧に説明していくとともに、行政区運営が魅力あるものになるよう支援していく。

取組 転入者への行政区加入の促進（総務課・市民サービス課・福祉課・環境課・各支所地域市民課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

各家庭内において意識の向上を図るため、家族全員の目が触れ
る場所にゴミ・資源物排出日程表を掲示するよう促す。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

防災訓練等の地区行事の際には、行政区長、環境委員等が中心
となって排出方法の指導、徹底を行う。

2

「行政区への加入の案内」や「ふくし
相談ガイド」を配布する。

市民サービス課及び各総合支
所の転入窓口において「行政
区への加入の案内」を配布し
た。

転入窓口においては、案内の
配布に留まり、実質的な行政
区の役割等については十分な
案内ができていない。

現状維持
市民・家庭の取り組
みを促すこと

庁舎ロビー待合に、パンフレット等情報を設置する。

1

転入者が転入手続きで来庁した際に、
地区や区長などの紹介を行います。ま
た、地区のルールに沿ったごみの排出
を促す。

ゴミ・資源物排出日程表及び
マニュアルを提供した。
最寄りの支所を案内した。

地域に馴染もうとする意識が
希薄している。

地区からの要望があった際は、支所
と協力し、地区公民館等で説明会を
開催する。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

庁舎ロビー待合に、パンフレット等情報を設置する。

3

行政区の役割や活動内容等の説明を実
施し、加入を促進する。

転入予定者や転入者から行政
区について説明を求められた
際は、行政区の役割等を説明
し、加入を促した。

行政による加入推奨だけでは
限界がある。地域において
も、未加入者及び新規転入者
への加入促進を図る必要があ
る。

現状維持
市民・家庭の取り組
みを促すこと

家庭内での情報共有や情報収集

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

未加入者の把握及び戸別勧誘

4

行政区や自治会の現状について、各地
域の動向を把握する。

随時、行政区の現状について
調査・研究を行った。

閉鎖的・排他的であり転入者
を受け付けない印象が強い。

現状維持
市民・家庭の取り組
みを促すこと

家庭内での情報共有や情報収集

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

公民館活動など幅広い世代が集える機会を創出する。

行政区の仕組みや役割の理解を図る。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

転入者が行政区に加入しやすい環境づくり
5

行政区の加入を促進するための取り組
みについて、支援方法等を検討する。

行政区の仕組みや役割を理解
しやすくまとめたハンドブッ
クを各行政区長に配布した。

行政区に加入する魅力が感じ
られなくなっている。更には
価値観やライフスタイルの多
様化によって、「行政区に加
入する」という選択肢自体が
意識から無くなりつつある。

現状維持
市民・家庭の取り組
みを促すこと

1



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

50 21 12 29 110

番号

38.10%

基本施策 （１）助け合い、支え合うコミュニティづくり

毎年の指標
ボランティア新規登録者数
※　北杜市社会福祉協議会資料

施策の方向 ②多世代が交流する機会の促進

基本目標 １　ほがらかに地域を支える人づくり ５年後の指標

地域内で困っている世帯に対して、
手助けしている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

33.10%

評価結果（総括） 高齢者から小学生などの世代を対象にした北杜市の特色ある各種講座を開催することができ、幅広い世代での交流が図られた。

取組 多世代が交流する機会の促進（生涯学習課・子育て政策課・ネウボラ推進課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

市広報紙、ＳＮＳ等の広報媒体による周知を促進する。
まなびの杜パスポートによる参加を促進する。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

市広報紙、ＳＮＳ等の広報媒体による周知を促進する。
まなびの杜パスポートによる参加を促進する。

2

親子で開催できるスポーツや文化行事
を開催する。

「親子乗馬体験教室」「親子
スケート教室（６回）」「３
世代交流体力測定」を実施し
た。

小学生の親子対象と限定して
いる。

継続して開催する。
市民・家庭の取り組
みを促すこと

市広報紙、ＳＮＳ等の広報媒体による周知を促進する。
まなびの杜パスポートによる参加を促進する。

1

地域の多様な主体が連携し、交流機会
の場を検討し確保する。

「第12回名峰と名水の里北杜
囲碁まつり」を４年ぶりに開
催した。

実行委員の高齢化存続が難し
くなってきている。

継続して開催する。また、囲碁人口
が増えるように、各囲碁教室も継続
して開催する。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

市広報紙、ＳＮＳ等の広報媒体による周知を促進する。
まなびの杜パスポートによる参加を促進する。

3

地域住民と子どもの交流ができる催し
などの開催を検討する。

和太鼓体験教室を実施した。 特になし。 継続して開催する。
市民・家庭の取り組
みを促すこと

市広報紙、ＳＮＳ等の広報媒体による周知を促進する。
まなびの杜パスポートによる参加を促進する。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

市広報紙、ＳＮＳ等の広報媒体による周知を促進する。
まなびの杜パスポートによる参加を促進する。
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第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

44 7 63 45 62

番号

基本施策 （１）助け合い、支え合うコミュニティづくり

毎年の指標

高齢者の住民主体の通いの場の設置
数
※「第６次北杜市老人福祉計画・介
護保険事業計画」から施策の方向 ③地域での居場所づくりの推進

基本目標 １　ほがらかに地域を支える人づくり ５年後の指標

地域内で困っている世帯に対して、
手助けしている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

33.10% 38.10%

評価結果（総括）
コロナ戦禍によって交流の機会が制限されていたものが、５類移行に伴い子育て世代や高齢者の世代など幅広い世代で交流が再開された。
今後も、衆知による利用の促進を図るとともに、安全な施設利用を提供する。

取組 地域での居場所づくりの推進（介護支援課・福祉課・子育て政策課・ネウボラ推進課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

つどいの広場を市HP等で周知する。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

-

2

子どもたちの放課後の安全安心な居場
所として放課後児童クラブ、児童館の
運営を推進する。

５類後も引き続きコロナ予防
対策を行いながら、放課後児
童クラブ及び児童館の運営を
行った。定員７３０人に対し
６７８人の登録となった。

全体では定員内であるが、地
区によって児童クラブ定員を
超える希望があり、入所調整
が必要。
児童館は市内４か所のため、
地区により選択肢が児童クラ
ブしかない

低学年やひとり親世帯を優先しつつ
待機児童を出さないように調整しな
がら引き続き運営する。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

-

1

「つどいの広場」事業を推進し、お母
さん同士のふれあいのひとときを創出
する。

新型コロナウイルス感染症が
５類に移行したことから制限
を緩和し、５月からは現行通
り昼食の利用も可能とした。
利用者数は前年度の7,370人
から11,200人と3,830人延べ
人数が増加した。

核家族化などにより育児に悩
みを抱える保護者が、相談場
所としてつどいの広場を利用
してほしいが、利用率は低い
状況にある。

新たに日曜日開催を行うことで、父
親も含めた家族の憩いの場として、
より利用しやすい環境を整えてい
く。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域の介護予防を担う介護予防サポートリーダー養成講座を実
施する。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

-

3

住民主体による「高齢者通いの場事
業」や、多様な運営主体による地域の
「集いの場」の立ち上げや育成を支援
する。

住民主体による「高齢者通い
の場」45会場で実施。立ち上
げ及び運営費を補助。また、
介護予防サポートリーダー養
成講座、フォローアップ研修
において話題等の提供を行
い、活動の支援をした。

運営側の高齢化により、担い
手不足が懸念される。

介護予防サポートリーダー養成講
習、フォローアップ研修を通して高
齢者通いの場の役割や必要性につい
て理解を促し、担い手の掘り起こし
をする。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

介護予防普及啓発活動を通じて自らの健康の保持、向上と介護
予防に取り組んでもらうための事業を実施する。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

3



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

50 21 12 29 110

番号

4

生涯学習事業の拡充を図り、人材バン
クの登録者が活躍できる場を創出し、
人材活用を図る体制づくりを検討す
る。

市民が生涯学習の場で活用で
きる各分野の指導者にまなび
の杜タレントバンクへ登録し
てもらい、その情報を冊子に
まとめ、市内公共施設に設置
している。

人材バンクの登録者の確保。 現状維持。
市民・家庭の取り組
みを促すこと

タレントバンク等情報の周知による意識啓発。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

市民自主企画講座への講師の招聘など事業の活用を促進する。

3

ゲートキーパーの養成とともに、認定
や更新を行い、ゲートキーパーの組織
化を検討する。

身近なゲートキーパー研修
(住民対象)を２回開催し、合
計46名を養成した。養成者は
累計で1,050名となった。

養成後のフォローアップにつ
いて、養成後の活動について
と、地域の見守りの目を育て
ていくためにも対象者の拡大
を検討する必要がある。

対象者を工夫し、地域の中でゲート
キーパーを増やすことで、市民全体
へのこころの健康づくりに関する普
及啓発とお互いに声を掛け合い支え
合う地域づくりをしていく。
今まで育成をしたことのない組織へ
の声かけを行っていきたい。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

健康増進計画及び自殺対策計画を周知するとともに、市民が
ゲートキーパー研修へ参加する機会を増やす。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

保健福祉推進員や食生活改善推進員の研修、健康づくり推進協
議会において議題として提供することで、考える機会を増や
す。

ボランティアの情報誌等により、ボランティアに興味を持って
もらえるよう普及啓発を行う。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

社会福祉協議会と連携し、ボランティアの育成や活躍の場の紹
介を実施する。

2

介護支援ボランティアを養成し、高齢
者のボランティア活動を支援する。

登録者数203名
（うち新規登録者数　10名）
介護支援ボランティア養成数
累計　291名
介護支援ボランティア情報誌
「つながるえがおvol.9」を
発行。

新型コロナウイルス感染症の
影響から徐々に活動が再開し
てきているものの、ボラン
ティアポイントの認知度が低
い。

介護支援ボランティア制度の周知を
進める。また、ボランティア受け入
れ施設の調査を実施し、活動場所の
拡大を図る。
ボランティア情報誌の発行や、ボラ
ンティアセミナー等交流の機会を作
り、モチベーションの維持や新規人
材獲得を図る。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

ボランティアの情報誌等により、ボランティアに興味を持って
もらえるよう普及啓発を行う。
ボランティアセミナーの開催。

1

社会福祉協議会と連携し、各種ボラン
ティア制度・活動の周知を図ります。
また、ボランティア養成事業を引き続
き支援する。

介護支援ボランティアポイン
ト換金申請者数　60名
介護支援ボランティアポイン
ト換金額　261,400円
北杜市社会福祉協議会にボラ
ンティア事業業務を委託。
北杜市社会福祉協議会に対
し、ボランティア活動に対す
る補助金を交付した。

新型コロナウイルス感染症の
影響から徐々に活動が再開し
てきているものの、ボラン
ティアポイントの認知度が低
い。
新型コロナウイルス感染症の
影響による活動自粛により、
ボランティア活動者数が減少
している。

引き続き北杜市社会福祉協議会に介
護支援ボランティア事業を委託し、
さらなるボランティア活動の促進を
図る。
引き続き、北杜市社会福祉協議会に
対しボランティア活動補助金による
支援を行い、活動の促進を図る。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

ボランティアの受入れを検討してもらえるようアンケートを実
施する。

評価結果（総括） 新型コロナウイルス感染症による活動の自粛に伴い、ボランティア活動者数が減少していることから、引き続き、各種養成講座を実施し、ボランティア養成を推進していく。

取組 ボランティアの育成と活動の推進（健康増進課・介護支援課・福祉課・生涯学習課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

33.10% 38.10%

基本施策 （２）地域を支えるボランティア活動の活性化

毎年の指標
ボランティア新規登録者数
※北杜市社会福祉協議会資料から

施策の方向 ①ボランティアの育成と活動の推進

基本目標 １　ほがらかに地域を支える人づくり ５年後の指標

地域内で困っている世帯に対して、
手助けしている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

1



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

50 21 12 29 110

番号

ボランティアの取組について周知し、参加促進を図る。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

ボランティアの取組について周知し、参加促進を図る。
1

社会福祉協議会と連携し、福祉団体や
ボランティア団体の活動を周知する。

北杜市社会福祉協議会に対
し、ボランティア活動に対す
る補助金を交付した。

コロナ禍以降、ボランティア
活動者数が減少している。

引き続き、北杜市社会福祉協議会に
対しボランティア活動補助金による
支援を行い、活動の促進を図る。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

評価結果（総括） コロナ禍の影響により、活動者数が減少傾向にあるが、福祉や災害に対する幅広い分野のボランティアの養成を行うよう北杜市社会福祉協議会と連携した取組を実施した。

取組 地域、関係団体の連携と協働（福祉課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

38.10%

基本施策 （２）地域を支えるボランティア活動の活性化

毎年の指標
ボランティア新規登録者数
※北杜市社会福祉協議会資料から

施策の方向 ②地域、関係団体の連携と協働

基本目標 １　ほがらかに地域を支える人づくり ５年後の指標

地域内で困っている世帯に対して、
手助けしている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

33.10%

2



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

50 21 12 29 110

番号

地域内で困っている世帯に対して、
手助けしている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

基本目標 １　ほがらかに地域を支える人づくり ５年後の指標

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

33.10% 38.10%

評価結果（総括） 企業におけるボランティア活動実績が把握できず企業との具体的な活動が実施できなかった。

ボランティア新規登録者数
※北杜市社会福祉協議会資料から

基本施策 （２）地域を支えるボランティア活動の活性化

毎年の指標

施策の方向 ③地域福祉を通じた企業等とのつながりづくり

取組 地域福祉を通じた企業等とのつながりづくり（福祉課・商工･食農課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

1

地域で行われているボランティア活動に関心を持ち、興味のあ
る分野や身近なボランティア活動に積極的に取り組む。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

他のボランティア団体等の活動を参考にし、自分の地域でも取
り組みが広げられないか検討する。

地域と企業がボランティア活動情報を
共有できる仕組みづくりを検討する。

活動実績なし ボランティア活動情報に限ら
ず、地域住民と市内事業所等
とが連携・協働できる体制や
関係づくりが課題である。

引き続き、地域と企業がボランティ
ア活動情報を共有できる仕組みづく
りを検討する。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

3



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

50 21 12 29 110

番号

評価結果（総括） 交流会等の開催により情報交換による課題の共有を行うことができ、ネットワークの連携強化が図られた。

ボランティア新規登録者数
※北杜市社会福祉協議会資料から

基本施策 （２）地域を支えるボランティア活動の活性化

毎年の指標

施策の方向 ④福祉の取り組みをつなぐネットワークづくり

地域内で困っている世帯に対して、
手助けしている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

基本目標 １　ほがらかに地域を支える人づくり ５年後の指標

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

33.10% 38.10%

取組 福祉の取り組みをつなぐネットワークづくり（介護支援課・福祉課・子育て政策課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

1

各種団体や関係機関で連絡会等を開催
し、ネットワークづくりを推進する。

ボランティア交流会の実施。
地域リハビリテーション事業
でのICTを活用したWEB研修会
を開催した。

他団体との交流を図る場が少
ない。

笑談会とボランティアセミナーを隔
年で行う。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

ボランティア情報誌作成及び広報でのシリーズ化により普及啓
発を行う。ボランティアセミナーの開催

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

ボランティア同士の情報交換を通して活動の輪を広げていける
よう、ボランティアセミナーの開催。

4



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

50 21 12 29 110

番号

基本目標 １　ほがらかに地域を支える人づくり ５年後の指標

地域内で困っている世帯に対して、
手助けしている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

33.10% 38.10%

基本施策 （２）地域を支えるボランティア活動の活性化

毎年の指標
ボランティア新規登録者数
※北杜市社会福祉協議会資料から

施策の方向 ⑤小中学校におけるボランティア活動・福祉教育の推進

評価結果（総括） 北杜市社会福祉協議会が学校からの要請を受け、福祉教育・学習会を実施しボランティア活動の啓発に努めた。

取組 小中学校におけるボランティア活動・福祉教育の推進（福祉課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

1

社会福祉協議会と連携し、子どもの頃
から福祉への関心を高め、地域福祉に
ついて学ぶ機会を設ける。

社会福祉協議会と学校で連携
し、福祉講話や車いす体験な
ど市内12校、501名が参加し
た。

特になし より多くの学校で実施できるよう学
校側に働きかけるなど普及啓発に努
める。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

児童や生徒が学校で学んだことを家庭内で共有できるような情
報発信の取組の促進

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

児童や生徒が学校で学んだことを地域等で共有できるような情
報発信の取組の促進

5



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

44 70 63 45 62

番号

目標値
（令和８年度）

33.10% 38.10%

基本目標 １　ほがらかに地域を支える人づくり ５年後の指標

地域内で困っている世帯に対して、
手助けしている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

基準値
（令和２年度）

基本施策 （３）地域における見守り体制の強化

毎年の指標

高齢者の住民主体の通いの場の設置
数
※「第６次北杜市老人福祉計画・介
護保険事業計画」施策の方向 ①地域の見守り体制の強化と助け合いの促進

評価結果（総括）
家族間や地域間の人と人の繋がりが希薄化している中で、地域住民の交流や高齢者等の見守りを行うことができた。
今後も、幅御広い世代が安全で安心して暮らせるよう人材やネットワークの構築を図る必要がある。

取組 地域の見守り体制の強化と助け合いの促進（介護支援課・福祉課・子育て政策課・ネウボラ推進課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

-

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

-

2

地域の身近な見守りや助け合いが大切
であることを啓発していく。

自主組織である愛育会で、地
域の乳幼児を中心に地域の方
に声かけを行った。
地域ケア推進会議において高
齢者の見守り体制の構築を検
討している。庁内外の関係部
署に対して行うアンケート調
査内容の検討した。プレとし
て高根総合支所においてアン
ケート調査を実施した。助け
合いの促進では、生活支援体
制整備事業において、住民主
体のサービス創設の準備をし
た。
お楽しみ給食事業による民生
委員児童委員の高齢者の見守
りや声かけを行った。

高齢化や少子化などにより役
員選出が難しくなっている。
見守り体制構築に向けての庁
内の連携の必要性がある。

愛育組織の在り方について検討をし
ていく必要がある。
地域ケア推進会議において庁内外の
関係部署に対してアンケート調査の
実施と分析。生活支援体制整備事業
において、ミニフォーラムや学習会
の開催を行うことで住民主体サービ
スの創設を図る。
お楽しみ給食事業のあり方について
民生委員児童委員からの意見を聴取
する。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

住民主体サービス創設の必要性について啓発をする。

1

放課後の子どもたちの見守りと安全な
居場所づくりに取り組む。

地域の方々に参加いただきな
がら、放課後子ども教室を開
催し、地域住民との交流活動
を積極的に行った。

運営スタッフの不足が生じて
いる。

引き続きボランティアスタッフの募
集を続けていく。
多くの児童が楽しめる内容に取り組
む

市民・家庭の取り組
みを促すこと

3

あんきじゃんネットワーク事業を推進
する。

24者の民間事業者と協定を継
続し、通常業務の中で緩やか
に見守りを行った。
通報件数　138件

ひとり暮らし高齢者等が増加
傾向にあり、通報後の安否確
認に時間を要するケースがあ
る。

地域コミュニティが希薄化する中
で、日常的な見守り活動が重要であ
り、事業者と協力して事業を推進す
る。 地域コミュニティの構築と民生委員などの支援者による呼びか

けを継続していく。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

市母子愛育会の会議で、地域の乳幼児の見守りや声かけが
出来るようにするために話し合いを行う。
住民主体サービス創設の必要性について啓発する。
民生委員児童委員など地域での見守り活動や地域コミュニティ
による日常的な関わり合いが創出されるよう取組を行う。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域コミュニティの構築と家庭内での情報共有の促進を継続し
ていく。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

1



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

44 70 63 45 62

番号

目標値
（令和８年度）

33.10% 38.10%

基本目標 １　ほがらかに地域を支える人づくり ５年後の指標

地域内で困っている世帯に対して、
手助けしている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

基準値
（令和２年度）

基本施策 （３）地域における見守り体制の強化

毎年の指標

高齢者の住民主体の通いの場の設置
数
※「第６次北杜市老人福祉計画・介
護保険事業計画」施策の方向 ②緊急通報システムの普及促進

評価結果（総括）
コロナ禍において、家族間や地域間の人と人の繋がりが希薄化している中で、高齢者等の緊急時の対応や相談による見守り活動を行うことができた。
また、固定電話機の減少に伴い、利用者のニーズの対応した事業のあり方の検討を行う必要がある。

取組 緊急通報システムの普及促進（福祉課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

地域コミュニティの構築と家庭内での情報共有の促進を継続し
ていく

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

地域コミュニティの構築と民生委員などの支援者による声かけ
を継続していく

1

一人暮らしの虚弱な高齢者等に緊急時
の通報ができるシステムの配備を推進
する。

高齢者の見守りとして、ふれ
あいペンダントによる見守り
事業を対象となる高齢者宅に
設置にした。

設置台数の減少と協力員の確
保が困難な場合がある。

固定電話でなく携帯端末を活用した
運用に向けた検討を行う。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

地域コミュニティの構築と民生委員などの支援者による声かけ
を継続していく

2

ＮＰＯ法人と連携して、24時間365日
の通報・相談に対応する。

NPO法人山梨県見守りセン
ターにふれあいペンダントに
よる見守り事業を委託し、緊
急対応を行った。

設置台数が減少していること
から、利用者の利便性が高ま
るような運営を行う必要があ
る。

引き続き、高齢者の見守り活動を継
続するとともに、固定電話でなく携
帯端末を活用した運用に向けた検討
を行う。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域コミュニティの構築と家庭内での情報共有の促進を継続し
ていく

2



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

25.6% 42.9% 48.7% 50.5% 50.0%

1,555人 2,726人 2,912人 4,354人 4,000人

番号

基本施策 （１）健康づくりと生きがいづくりによる地域活動の推進

基本目標 ２　くらしにとけ込む健康・生きがいづくり ５年後の指標

ボランティア活動や地域の活動に過
去３年間で参加した人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

41.90% 44.90%

評価結果（総括）
新型コロナウイルス感染症の影響で自粛傾向にあった健康づくり及び介護予防に関する事業を実施することができ、市民への健康意識の啓発と対面での情報交換や知識の取得に努めることができた。
引き続き、住民間の交流による健康や介護予防への取組を推進し、積極的な情報発信により新たな参加者層の掘り起こしを推進していく。

取組 健康づくり、生きがいづくりの啓発・取り組み支援（健康増進課・介護支援課・ネウボラ推進課・生涯学習課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

正しい健康情報を得られるよう、健康教室や結果報告会に誘っ
て、呼びかける。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

健康づくりの意識を高め、健診などで自分や家族の健康状態を
確認することで、健康意識を高く持つ市民を増やす。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

研修会や会議を通じて事業周知し、組織の中でも周知を図って
もらう。

2

健康増進計画に基づき、市民、地域、
行政が連携して地域の健康づくりを推
進する。

令和５年度の重点目標「健康
管理」「こころ」「休養」を
研修や会議の主要議題とする
など、健康重点目標について
考える機会の提供をした。ま
た、いただいた意見を次年度
の事業計画に反映した。

健康増進計画の認知度が低い
ことを事業を通じて感じる。

各種会議、研修だけでなく、出前健
康講座や課で作成するチラシなどで
も健康増進計画について説明し、９
つの重点目標の中から年度内の取り
組みテーマを選び、周知を図ってい
く。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

年度ごとにテーマを決めて、あらゆる機会で周知し、市民が無
理なく取り組めるように促す。

1

地域による健康づくりの取り組みを支
援する。

９月の健康増進普及月間にあ
わせて「いいことチャレンジ
2023」事業を実施し、市民が
健康づくりをはじめるきっか
けづくりとした。330人から
報告があり、延べ1,260人が
参加した。

事業開始から８年目になり、
取り組む人数は横ばい。周知
を工夫するなどし、多くの市
民にチャレンジして欲しい。

健康づくり推進協議会や保健福祉推
進員などの組織を活用して事業周知
を行っていく。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

年齢ステージごとの健康情報を掲載し
た「健康ガイドブック」の作成を検討
する。

壮年、高齢、女性、男性と年
齢や性差で健康の悩みが違う
ということを職員内で話し
合った。

市民が見てわかりやすい健康
情報の提供ができるよう、他
課と連携する必要がある。

紙面案を作成して検討をしていく。
市民・家庭の取り組
みを促すこと

ニーズを調査し、紙面に反映していく。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

ニーズを調査し、紙面に反映していく。

施策の方向 ①健康づくり、生きがいづくりの啓発・取り組み支援

毎年の指標

特定健診受診率
※「第３次北杜市健康増進計画」か
ら
生涯学習講座開催事業参加者数
※庁内資料（生涯学習課社会教育担
当）から

会議や研修で正しい健康情報について周知や議論をすること
で、健康について深く考える機会を作っていく。

4

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

会議や研修で議題とすることで、深く考える機会を作ってい
く。

3

健康づくりや規則正しい生活習慣につ
いての普及啓発を図る。

健康教室の講師を市内の医療
機関の医師を中心に３回実施
した。保健師などの専門職に
よる出前健康講座を16回実施
した。健診結果の判定により
結果報告会を実施し、1,632
人に生活習慣の改善を指導し
た。

地域の交流を図るとともに、
正しい健康情報の普及をして
いくために、出前健康講座を
周知し、地域での利用を増や
していく必要がある。また、
市内医療機関の医師による健
康教室の参加者を増やしてい
く必要がある。

保健福祉推進員研修会だけでなく、
ホームページなどを通じて出前健康
講座や健康教室を周知していく。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

1
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組織の知名度をあげ役割を認識してもらうことで、地域組織に
ついて話題を共有できるようにしていく。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

会議や研修会で問題提起することで、地域づくりを我がことと
して考える機会を作っていく。

6

保健福祉推進員や食生活改善推進員の
組織を育成し、健康情報の周知と普及
を進める。

保健福祉推進員研修会を延べ
全20回実施し、推進員に健康
情報を伝えるとともに、地域
へのチラシの回覧を依頼し
た。食生活改善推進員代表者
研修会を４回実施した。ま
た、塩分濃度調査や食育教室
などを実施し、延べ5,691人
の市民が参加した。

高齢化や地域の人口減少が保
健福祉推進員になる方の高齢
化や食生活改善推進員の減少
に繋がっている。組織の在り
方についての検討や若い世代
の食生活改善推進員の育成に
ついて検討する必要がある。

役員会や総会、研修会などで意見を
いただきながら、方向性を検討して
いく。定期的に食生活改善推進員養
成講座を開催し、食生活改善推進員
の増員を図る。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

組織の知名度をあげ役割を認識してもらうことで、地域組織に
ついて話題を共有できるようにしていく。

5

地域の保健福祉事業の普及と実践に努
める地域活動グループ等の人材や組織
の養成に努める。

保健福祉推進員研修会を年３
回計画し実施した。食生活改
善推進員会、代表者研修会、
自主活動事業の実施や日本食
生活改善推進連絡協議会から
の委託事業の実施などについ
て役員と協力しながら実施し
た。

高齢化や地域の人口減少が推
進員になる方の高齢化、推進
員の減少に繋がっている。組
織の在り方についての検討や
若い世代の推進員の育成につ
いて検討する必要がある。

役員や総会、研修会などで意見を聴
きながら、方向性を検討していく。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

会議や研修会で問題提起することで、地域づくりを我がことと
して考える機会を作っていく。

7

地域の組織である民生委員・児童委員
協議会や愛育会、子どもクラブ連合会
等と連携し、健康情報についての更な
る普及活動を推進する。

民生委員の定例会で健康情報
について周知した。健康づく
り推進協議会において愛育
会、ＰＴＡ連合会、保育園保
護者連合会など各種団体の長
に周知した。

子どもクラブ連合会など、周
知をしたことがない団体があ
る。

新たに参加できそうな会議について
課内で検討していく。地域の組織同
士での協働事業の実施なども提案し
ていく。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

-

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

健康増進課からの情報提供について、会議への参加を許可して
いただくように働きかける。

8

介護予防、フレイル予防、認知症予防
事業の取り組みを支援する。

フレイルチェックの実施：48
回　485人
総合健診の結果と合わせてフ
レイル予防チラシ配布（後期
高齢者）
人生100年時代のマネジメン
ト講座：87人（延）

介護予防、フレイル予防につ
いて、知らない住民も多いの
で、普及啓発が必要である。

自分自身のフレイル状態を把握し、
日常生活で取り組むことが理解でき
るように健康教育を継続していく。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

一般向けフレイルチェック測定会、通いの場でのフレイル
チェックを継続していく。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

各種団体、地域の集まり等でのフレイル予防の普及啓発を行
う。
フレイルサポーターが活動継続の意欲が低下しないようフォ
ローアップ研修会を開催する。

広報やインターネットを活用した介護予防サポートリーダーの
普及啓発。
認知症サポーター養成講座の参加の促し。認知症予防の啓発を
する。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

介護予防サポートリーダーの普及啓発
認知症サポーター養成講座の参加の促し。認知症予防の啓発を
する。

10

高齢者の保健事業と介護予防の一体的
な実施における取り組みを推進する。

（ポピュレーションアプロー
チ）
通いの場でのフレイルチェッ
ク：44回　429人
オーラルフレイルの実施：７
回　80人
市民対象のフレイルチェッ
ク：４回　56人
フレイルチェックと健康相談
の同時実施

フレイルチェックから、フレ
イル状態と把握した方のフォ
ロー体制が十分確立していな
い。

フレイルチェックを受ける方を増や
し、自分自身の状態を把握でき、自
分自身の生活習慣を見直せる機会と
して、事業を継続する。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

自分自身の状態を把握し、日常生活で取り組むことがわかるよ
うに伝えていく。

9

介護予防サポートリーダー、認知症サ
ポーターの養成講座を開催する。

介護予防サポートリーダー活
動登録者数238名（うち新規
養成者17名）
フォローアップ研修10回実施
延べ参加人数339人
認知症サポーター養成講座24
回開催。受講者数は667人。
累計数は9,281人。

介護予防サポートリーダーの
高齢化、後継者不足。
認知症サポーターが認知症の
人を具体的に支える側となれ
るような取り組みが必要であ
る。

介護予防サポートリーダー養成講座
の開催。
介護予防サポートリーダーのモチ
ベーション維持、通いの場運営に繋
がるようフォローアップ研修の開
催。
認知症高齢者の見守りや生活支援な
どの役割りを担えるチームオレンジ
創設へ向けて認知症サポーター養成
講座とキャラバンメイトフォロー
アップ研修の開催を継続する。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

フレイルサポーター自らが地域でフレイル予防の普及啓発がで
きるように支援していく。

2
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-
11

市民ニーズの把握や関係団体の協力に
より、市民が望む生涯学習講座の開催
について検討する。

北杜ふれあい塾「日々の暮ら
しで実践できる健康づくり」
と題した講座を行った。

参加者の確保や事業内容の周
知

現状維持で実施する。
市民・家庭の取り組
みを促すこと

-

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

3
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基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

75 87 98 112 100

番号

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

62.90% 55.00%

基本施策 （１）減災力の強いまちづくり

毎年の指標
地域減災リーダー認定者数
※庁内資料（消防防災課防災担当）
から施策の方向 ①自主防災組織の結成促進

基本目標 ３　支援が必要な人にとどく地域づくり ５年後の指標

日常生活の中で、悩みや不安に感じ
ている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

評価結果（総括） 自主防災組織の結成については増加していることから、引き続き、結成における周知を行っていく。また、出前塾の開催を併せて周知することで自主防災組織の充実を図る必要がある。

取組 自主防災組織の結成促進（消防防災課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

ー

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

自主防災組織の結成を促す資料による周知

2

減災の意識高揚を目的とした「出前講
座」を支援する。

地域に出向いて実施する出前
塾を15団体が開催した。

開催団体が少ないことから、
様々な団体に向けて周知が必
要である。

現状維持
市民・家庭の取り組
みを促すこと

ー

1

出前塾、減災リーダー育成事業を継続
して実施し、自主防災組織の充実を図
る。

地域の共助力の要となる自主
防災組織が１組織増加した。

災害における地域の共助力を
高めるために未結成の地域に
組織を結成していく必要があ
る。

現状維持
市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

出前塾の資料による周知

3

住民主体の防災・減災対策を意欲的に
推進できる人材の育成を推進する。

地域減災リーダー研修を２回
実施し、14名を認定した。

地域の減災量を高めるために
はさらなる認定者の増加が必
要である。

現状維持
市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域減災リーダーの周知

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

1
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基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

75 87 98 112 100

番号

基本目標 ３　支援が必要な人にとどく地域づくり ５年後の指標

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

62.90% 55.00%

基本施策 （１）減災力の強いまちづくり

日常生活の中で、悩みや不安に感じ
ている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

毎年の指標
地域減災リーダー認定者数
※庁内資料（消防防災課防災担当）
から施策の方向 ②災害時における要配慮者の支援

評価結果（総括） 避難行動要支援者制度の理解の促進が不十分であることから、区長会や民生委員に周知を行い制度の理解を促進し、市民の登録に繋げる。

取組 災害時における要配慮者の支援（消防防災課・介護支援課・福祉課）

制度の周知

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

制度の周知
1

地域の会合や民生委員・児童委員等を
通じて、「避難行動要支援者」の周知
や登録の推進等を実施する。

区長会で周知を行った。 登録に向けて、制度の理解が
課題となっている。

現状維持
市民・家庭の取り組
みを促すこと

2
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基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

75 87 98 112 100

番号

目標値
（令和８年度）

62.90% 55.00%

基本施策 （１）減災力の強いまちづくり

毎年の指標

施策の方向 ③防災・減災教育

地域減災リーダー認定者数
※庁内資料（消防防災課防災担当）
から

日常生活の中で、悩みや不安に感じ
ている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

基本目標 ３　支援が必要な人にとどく地域づくり ５年後の指標

基準値
（令和２年度）

災害についての知識と備えについて小学校に訪問し、防災教育の推進を図ることができた。

取組 防災・減災教育（消防防災課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

評価結果（総括）

市民・家庭の取り組
みを促すこと

-

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

-

現状維持

1

総合学習で、非常時の備蓄やトイレの
重要性、消火訓練、ハザードマップの
見方などの教育を実施する。

市内小学校で防災教育を開催
した。

開催する学校を増やすことが
課題となっている。

3
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基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

75 87 98 112 100

番号

基本目標 ３　支援が必要な人にとどく地域づくり ５年後の指標

日常生活の中で、悩みや不安に感じ
ている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

取組 子育て世帯の防災・減災体制の充実（消防防災課・子育て政策課・ネウボラ推進課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性

62.90% 55.00%

基本施策 （１）減災力の強いまちづくり

毎年の指標
地域減災リーダー認定者数
※庁内資料（消防防災課防災担当）
から施策の方向 ④子育て世帯の防災・減災体制の充実

各主体を促す工夫主体

評価結果（総括） 子どもがいる場合の防災用品の備蓄品の周知を行っている。また、防災活動について学ぶ機会を作っているが、地域と連携した体制の構築は行えていない。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

ー

備えることの重要さを資料と口頭で周知

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

ー

2

子育て世代の自主的な防災活動の取り
組みを支援する。

各つどいの広場において、防
災活動について学べるイベン
トを開催した。

地域と連携した防災体制の構
築

つどいの広場だけでなく、幼児教室
などで防災について学ぶ機会を作
り、個人の防災意識を高める。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

防災意識を高めるイベント情報の周知

1

防災訓練を通じて、乳幼児、子ども、
子育て世帯向けの災害対策の必要性
や、世帯に応じた備えの重要性を啓発
する。

新生児訪問、乳幼児健診時に
防災用品等の確認と備蓄の勧
めを行った。また、保健セン
ター内に防災用品の展示を行
い、周知を図った。

防災に対する備蓄率 現状維持
市民・家庭の取り組
みを促すこと

4



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

22.8% 30.6% 29.3% 23.5% 51.6%

番号

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

62.90% 55.00%

基本施策 （２）生活の不安を軽減する支援の充実

毎年の指標

生活困窮の相談者のうち、支援を
行った人の割合
※庁内資料（福祉課生活支援担当）
から施策の方向 ①地域医療体制の充実

基本目標 ３　支援が必要な人にとどく地域づくり ５年後の指標

日常生活の中で、悩みや不安に感じ
ている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

評価結果（総括）
北杜市における病院施設は塩川病院、甲陽病院の２施設のみであり、自治体病院として、民間医療機関による提供が困難な不採算医療を提供する役割を担うことが求められ、その役割を継続的に担っていく
ためには、病院経営体質の改善強化が必要である。しかしながら、両病院とも多くの公立病院同様、医師・看護師等の不足や従事者の高齢化により依然として厳しい状況に置かれており、将来の医療資源を
想定しながら市立病院の果たすべき役割を検討する必要がある。

取組 地域医療体制の充実（健康増進課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

-

-

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

-

2

医師･看護師などの医療スタッフの確
保に努めることで、市民に提供する医
療体制の充実を図る。

看護師確保に向け、奨学金・
卒業生からの紹介・実習生受
け入れ・教育機関への働き掛
けを行った。

若手・常勤看護師が定着しな
い。新規の医師確保が困難な
場合は将来の医療提供体制に
深刻な影響が生じる。働き方
改革による医師の時間外労働
規制により、さらに厳しい状
況が見込まれる。

医師・看護師等の確保と働き方改革
への対応。臨床研修医の受け入れ等
を通じた若手医師の確保や市民の必
要とする医療体制の整備を図る。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

-

1

住み慣れた地域で安心して暮らすこと
ができるよう、地域の医療機関相互の
連携を強化し、在宅医療、救急医療、
災害医療への対応を強化するととも
に、市立病院及び市立診療所の経営の
健全化を図る。

開業医からの紹介患者の積極
的な受け入れや救急応需の適
正化に関して改善策を検討し
た。

市の人口当たりの診療所数の
少なさや人口密度の低さ、市
内診療所医師の高齢化によ
り、在宅での医療や介護など
を包括的に確保する体制の構
築は難しくなっている。
医師不足により、救急医療へ
の対応に十分応えることがで
きない。

救急・在宅医療の強化、医療資源の
確保や経営の効率化等により経営改
善を図りる。また、「開業医からの
紹介患者の受入強化」「救急応需の
適正化」「病床機能転換による経営
強化」について検討を進めていく。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

1



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

22.8% 30.6% 29.3% 23.5% 51.6%

番号

3

移動販売や宅配等に取り組む事業への
支援策を検討する。

主体 各主体を促す工夫

引き続き、市内で巡回している移動
販売業者や宅配業者等の情報を取り
まとめ、情報提供を行う。

施策の方向

５年後の指標

日常生活の中で、悩みや不安に感じ
ている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

基本目標 ３　支援が必要な人にとどく地域づくり

評価結果（総括） 市内を巡回している移動販売業者や宅配業者等の情報を把握し定期的に情報を更新する中で、随時情報提供を行った。

取組 移動販売等の買い物支援の促進（商工･食農課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

62.90% 55.00%

基本施策 （２）生活の不安を軽減する支援の充実

毎年の指標

生活困窮の相談者のうち、支援を
行った人の割合
※庁内資料（福祉課生活支援担当）
から②移動販売等の買い物支援の促進

買物弱者等の動向を把握しやすいような関係性を築くために、
日頃から近隣住民同士の交流や見守り、声掛けなどを行う。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

買物弱者等への対応について、自主的にできる活動を検討し、
地域を挙げて取り組む。日頃から買物弱者等の情報を把握及び
共有に努める。

2

買い物支援として、移動販売や宅配等
の情報提供を行う。

市内で巡回している移動販売
業者や宅配業者等の情報を取
りまとめ、情報提供を行っ
た。

日頃から市民や地域の組織・
団体等において、買物弱者等
の情報を把握・共有しやすい
ような関係性を築いていける
かどうかが課題である。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

移動販売業者や宅配業者等の情報を常に共有できるような関係
性を築くために、日頃から近隣住民同士の交流や見守り、声掛
けなどを行う。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

1

移動手段が乏しく、日常の買い物が不
便な人の動向を把握する。

実績なし 日頃から市民や地域の組織・
団体等において、買物弱者等
の情報を把握・共有しやすい
ような関係性を築いていける
かどうかが課題である。

市民や地域の組織・団体等と連携
し、買物弱者等の情報を把握・共有
しやすいような体制や仕組みづくり
について検討する。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

買物弱者等への対応について、自主的にできる活動を検討し、
地域を挙げて取り組む。日頃から買物弱者等の情報を把握及び
共有に努める。

実績なし 移動販売業者や宅配業者等が
連携して買物弱者等に対し支
援する体制や仕組みづくりが
できるかどうかが課題であ
る。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

-

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

-

商工会や市内事業所等と連携する中
で移動販売や宅配等に取り組む事業
への支援策について検討する。

2



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

22.8% 30.6% 29.3% 23.5% 51.6%

番号

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

62.90% 55.00%

基本施策 （２）生活の不安を軽減する支援の充実

毎年の指標

生活困窮の相談者のうち、支援を
行った人の割合
※庁内資料（福祉課生活支援担当）
から施策の方向 ③移動手段の確保・充実

基本目標 ３　支援が必要な人にとどく地域づくり ５年後の指標

日常生活の中で、悩みや不安に感じ
ている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

評価結果（総括） 市域が広い本市は、公共交通が脆弱であることから、交通弱者である高齢者などに外出支援サービスや情報の提供を行うことは効果がある。ただ、行政だけでなく地域が主体となった取組の実現に向けた検討が必要

取組 移動手段の確保・充実（企画課・福祉課・介護支援課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

広大な地域であるためサービ
スに不公平さがある。住民主
体のサービスは事故などを懸
念するため創設は難しい。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域のおける交通弱者の足を確保するための意識の啓発や担い
手の育成

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

地域における交通弱者の足を確保するための意識の啓発や担い
手の育成

2

「※北杜市地域公共交通網形成計画」
に基づいて運行の見直しを行うととも
に、既に実施している「バスの乗り方
出前講座」等により、市民バスの利用
促進を図る。
※令和5年度以降は、北杜市地域公共
交通計画（令和５年３月策定予定）に
移行する。

市民バスの出前講座を実施
し、バスの運行状況、移動手
段の確保、乗り継ぎ方法等に
ついて説明を行った。
各エリアの地域公共交通運営
委員会において利用促進策の
検討を行った。

現状の市民バス利用者のみな
らず、特に交通弱者に対して
は、移動手段の一つとして利
用促進策を検討する必要があ
る。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

継続してホームページ等で市民バス
出前講座を周知する。各エリアの地
域公共交通運営委員会で利用促進策
を継続して検討する。

1

高齢者をはじめとした交通弱者に対す
る移送サービスを紹介する。

総合相談の中で相談に対して
移送サービスを紹介した。

総合事業の住民サービスについて、
広報、ホームページに掲載して周知
する。

市民バスに愛着を持った積極的な利用

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

地域の暮らしと移動を考えた協働による公共交通のマネジメン
ト

3



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

22.8% 30.6% 29.3% 23.5% 51.6%

番号

基本目標 ３　支援が必要な人にとどく地域づくり ５年後の指標

日常生活の中で、悩みや不安に感じ
ている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

62.90% 55.00%

取組 ユニバーサルデザインの推進（全庁）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

基本施策 （２）生活の不安を軽減する支援の充実

毎年の指標

生活困窮の相談者のうち、支援を
行った人の割合
※庁内資料（福祉課生活支援担当）
から施策の方向 ④ユニバーサルデザインの推進

評価結果（総括）
高齢者や障害者などにわかりやすく情報伝達できるよう案内表示や広告物の作成を行った。
まだ、法律に基づくユニバーサルデザインの取組に関する普及が進んでおらず、市民および職員への周知の普及を図る必要がある。

ユニバーサルデザインの普及に向けた情報発信

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

ユニバーサルデザインの普及に向けた情報発信

2

誰もが平等に情報に接し、利用するこ
とができるように、ユニバーサルデザ
インに配慮した広報紙の発行や市ホー
ムページの作成を行う。

健康情報を普及するチラシの
字体や色彩に配慮した。

チラシを受け取るすべての人
が読みやすくわかりやすいデ
ザインとなるようなデザイン
方法の知識不足。

職員のデザイン力を向上させる研修
など、知識の習得に努める。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

ユニバーサルデザインの普及に向けた情報発信

1

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律」等に基づき、ユ
ニバーサルデザインの考え方を踏まえ
ながら、全ての人が利用しやすい公共
施設等の整備を推進する。

案内表示など、字体や字の大
きさなど高齢者及び配慮した
検討を行った。

法律に関する周知不足と職員
の検討にあったての知識不足

ユニバーサルデザインに関する一層
の周知と職員のスキル向上に向けた
研修等の検討

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

ユニバーサルデザインの普及に向けた情報発信

4



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

22.8% 30.6% 29.3% 23.5% 51.6%

番号

基本施策 （２）生活の不安を軽減する支援の充実

毎年の指標

生活困窮の相談者のうち、支援を
行った人の割合
※庁内資料（福祉課生活支援担当）
から施策の方向 ⑤防犯対策事業の推進

基本目標 ３　支援が必要な人にとどく地域づくり ５年後の指標

日常生活の中で、悩みや不安に感じ
ている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

62.90% 55.00%

評価結果（総括） 地域からの要望に基づき防犯灯を配布しているが、施設の老朽化に伴い申請数が増加している

取組 防犯対策事業の推進（消防防災課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

ー

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

ー

1

犯罪等を未然に防止するため、防犯灯
を地域からの要望により適切に支給し
ていくとともに、警察署と連携し啓発
活動を実施する。

地域からの要望に基づき、防
犯灯を配布した。

施設の老朽化に伴う申請数の
増加が課題となっている。

現状維持
市民・家庭の取り組
みを促すこと

5



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

22.8% 30.6% 29.3% 23.5% 51.6%

番号

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

62.90% 55.00%

基本施策 （２）生活の不安を軽減する支援の充実

毎年の指標

生活困窮の相談者のうち、支援を
行った人の割合
※庁内資料（福祉課生活支援担当）
から施策の方向 ⑥生活困窮者自立支援の充実

基本目標 ３　支援が必要な人にとどく地域づくり ５年後の指標

日常生活の中で、悩みや不安に感じ
ている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

評価結果（総括）
新型コロナウイルス感染症の影響により、生活困窮世帯が増加傾向にあり、個々の状況に応じた支援や多機関との連携による支援体制の構築に努めた。今後も、課題が複雑化・複合化する世帯が増加してい
くことが見込まれることから、対象者に対して包括的な支援行うよう多機関による連携強化を図る。

取組 生活困窮者自立支援の充実（福祉課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

身近な方々への声掛けなどの実施。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

生活に困っている方を地域活動のなかでの把握を意識する。

2

一人ひとりの状況に応じた自立支援に
取り組む。

新規相談支援件数が年間で
136件あり、そのうち32件の
個別支援計画を作成するなか
で必要な支援を実施した。

相談者は様々な生活背景と課
題を抱えている場合が多く、
信頼関係を構築し伴奏的支援
を行うため、課題解決までに
時間を要する。

個々の状況に応じた、ニーズに合っ
た支援策が展開できるように、制度
や資源の把握に取り組む。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

自助や共助などできる範囲での活動の実施。

1

生活と就労などの相談窓口の周知によ
り、相談しやすい環境づくりを推進す
る。

身近な相談相手である民生・
児童委員への周知として各地
区民生・児童委員会の席上に
おいて、生活困窮者自立相談
支援機関の周知と相談への繋
ぎを依頼した。

生活困窮者自立支援制度の仕
組みについては認知が進んで
きているものの、デリケート
な課題を抱えている方が多い
ため、民生委員・児童委員と
してのアウトリーチが難し
い。

継続して周知を行い、被支援者と民
生委員・児童委員との繋ぎが有効だ
と判断した場合には、繋いでいく。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

地域活動内での、持続可能な範囲での取り組みの実施。

3

困窮者の自立に向けた地域のネット
ワークづくり、社会資源の開発に努め
る。

地域の農業生産法人の理解を
得たなかで、生活困窮世帯へ
野菜を届ける活動として「ベ
ジサポ」の取り組みを実施し
た。

地域内の社会資源の全体像の
把握が難しい。

継続的に社会資源の把握に取り組
む。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

相互の連携に関する取り組みを、無理ない範囲での参加。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

地域のなかで活動できる内容の発信をする。

4

「働きづらさ」を抱えた方へ、就労前
の準備や職場体験を行う就労準備支援
事業の取り組みを行うことで、日常生
活の自立から一般就労へ向けた段階的
な支援を行う。

就労準備支援事業の利用者は
9人であり、個別の状況に応
じて就労に際しての前段階と
なる支援プログラムを実施し
た。

働きづらさを抱えた方が一歩
を踏み出すためには、まず本
人の気持ちが整わないと進ま
ないため、伴走的な関わりを
維持していくこと。

当事者理解や家族の協力を得るなか
で、継続的に取り組む。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

当事者や家族だけで課題を抱え込まないように意識する。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

地域の中での理解の醸成を図る。

家計の健全に維持管理するように意識をする。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

マネーセミナーなど地域内で学び合える環境の整備。
5

家計状況の「見える化」と家計が行き
詰まる根本的な課題を把握し、利用者
自らが家計を把握できるようにするた
めの「家計改善支援事業」に取り組
む。

家計改善支援事業利用者とし
て、年間13名の方が家計改善
を目指して、支援員との面談
を実施した。

これまで身についてきた生活
習慣と生活感覚の変化を促
し、本人の気づきに至るまで
の道のりを伴走的に関わるこ
と。

本人が自身の気づきを得たなかで、
自身の家計は自身で管理するという
意識の醸成と家計の運用ができるこ
とを目途に、継続的に取り組む。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

6



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

6

ほくとハッピーワークとの連携を強化
することで、就労支援とともに各種支
援制度の活用に取り組む。

心身ともに健康であること
は、就労意欲を維持する要因
でもあるため、メンタルヘル
スをケアできるように、相談
窓口等を案内するチラシ等を
設置した。

就労を維持するための、周辺
制度の把握が必要である。

継続的に各種制度の把握に取り組
む。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域の身近な就労相談先である、ほくとハッピーワークの活用。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

就職に困っている方への、案内を促す。

社宅等に住む社員が離職に伴い、次の居所が定まるまでの間の
暫定住居としての配慮などの意識が高まるように制度理解を促
していく。

8

ひきこもり支援として、ひきこもりサ
ポーター養成・派遣事業を推進しま
す。また、当事者や家族へのサポート
体制の基盤の強化を図り、ひきこもり
当事者や家族が参加できる「居場所づ
くり」に積極的に取り組む。

ひきこもり当事者・家族の集
う居場所の開催（AG活動）を
10回開催し、延べ12人が参加
した。
ひきこもりサポーター養成講
座を開催し、8名が参加し、2
名がサポーターとして登録し
た。
ひきこもりサポーターの派遣
については、１世帯が利用継
続している。

ひきこもりの当事者・家族へ
の支援は長期化する傾向にあ
るため、継続した支援が必要
である。
家族は早期解決を期待してい
る場合が多く、当事者の思い
と乖離していることが多い。

居場所の確保と当事者、家族への支
援策を継続的に取り組む。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

ひきこもりの事象を家族だけで抱え込まないように、相談でき
る先を確保していく。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

居場所づくりなど、ひきこもりに対する正しい理解を深める。

7

離職などにより、住居を失った方、ま
たは失うおそれのある方へ、一定期間
家賃相当額（住宅扶助基準額）を支給
する住宅確保給付金を実施し、生活の
土台となる住居を整えるなかで並行し
て就職にむけた就労活動を推進する。

住居確保給付金は年間2件延
べ6ヶ月の利用があった。

住居確保給付金受給期間中の
早期就労が望ましいが、早急
の就労へつながらないこと。

本人のニーズと事業者とのニーズが
円滑に合致に至るように、事業所の
把握と労働市場のニーズ把握を継続
的に取り組む。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

離職等で生活費に窮して家賃滞納が生じないように備えると伴
に、相談窓口を把握する。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

7



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

22.8% 30.6% 29.3% 23.5% 51.6%

番号

62.90% 55.00%

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

基本施策 （２）生活の不安を軽減する支援の充実

毎年の指標

生活困窮の相談者のうち、支援を
行った人の割合
※庁内資料（福祉課生活支援担当）
から施策の方向 ⑦子どもの貧困対策の推進

基本目標 ３　支援が必要な人にとどく地域づくり ５年後の指標

日常生活の中で、悩みや不安に感じ
ている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

評価結果（総括）
学校教育法第１９条に基づき、経済的に困窮している家庭に対して、児童生徒が安心・安定的に就学できるよう支援した。また、１人１台端末の持ち帰り学習など新たな取組に対応するため、家庭でのオン
ライン通信費を支給対象に加え制度の拡充を図った。

取組 子どもの貧困対策の推進（福祉課・ネウボラ推進課・教育総務課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

-

就学援助制度の周知

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

小中学校、教育支援センターを通じた就学援助制度の周知

2

子どもの貧困の連鎖を防止するため、
生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯
の子どもに対し、学習会開催による学
習支援や生活支援を推進し、子どもが
安心できる居場所づくりの確保に取り
組む。

保護者や未就園児の居場所と
して、市内４か所でつどいの
広場を開催した。また、保健
センター内にある「はっぴい
たんたん」では土曜日開所も
行った。

日曜日に開催しているつどい
の広場がない。

新たに日曜日開催を行うことで、父
親も含めた家族の憩いの場として、
より利用しやすい環境を整えてい
く。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

つどいの広場を市HP等で周知

1

 子どもが生まれ育った環境によって
左右されることのないよう、学習、生
活、就労など多方面で連携した子ども
の貧困対策を進める。

就学援助費支給人数　294人
（準要保護児童・生徒数）
子どものフードサポート事業
を通じて、長期休み中に食に
窮する児童・生徒に対して63
世帯に対して支援を実施。ま
た、北杜ライオンズクラブと
も連携をし11月にフードドラ
イブを実施した。

小中学校から児童生徒を通じ
て、全世帯の保護者に制度の
周知を行っているが、不登校
など、学校からの周知が困難
な家庭がある。
子どもの方から窮状を発信す
ることは難しく、親御さんか
らも難しい場合があり、支援
が必要でありながら、支援展
開に至らない状況の家庭があ
る。

学校からの周知が困難な家庭に対し
ては、教育支援センターなどの協力
を得る中で周知を行っていく。
支援策の浸透がされることで、利用
しやすい環境の整備と支援者と家族
がつながりやすいように声掛けなど
継続して取り組む。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

8



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

22.8% 30.6% 29.3% 23.5% 51.6%

番号

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

62.90% 55.00%

基本施策 （３）人権擁護と権利擁護の充実

毎年の指標

生活困窮の相談者のうち、支援を
行った人の割合
※庁内資料（福祉課生活支援担当）
から施策の方向 ①虐待防止の推進

基本目標 ３　支援が必要な人にとどく地域づくり ５年後の指標

日常生活の中で、悩みや不安に感じ
ている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

評価結果（総括） 高齢者や障がい者、児童の虐待や家庭内暴力（DV）について、民生委員児童委員など地域での見守りを行う関係機関にあらゆる機会を通じて周知に努め、情報連携の強化を図ることができた。

取組 虐待防止の推進（介護支援課・福祉課・ネウボラ推進課・教育総務課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

相談窓口の周知

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

関係機関との情報共有・連携
気がかりな高齢者はいないかの見守りの必要性の周知

1

高齢者や障がい者、児童の虐待や家庭
内暴力（DV）について、各関係機関団
体などのネットワークにより、早期発
見と適切な対応を推進する。

産後うつの予防や新生児への
虐待予防等を図るため、産婦
健康診査の結果によりフォ
ローを行った。保育園や学校
と連携して虐待を発見し対応
を行った。虐待防止のための
相談窓口を開設し、相談や家
庭訪問、関係機関との情報共
有等を行った。
民生委員会議（8町）や地域
ケア連絡会において相談通報
窓口を周知した。集団指導の
場において高齢者虐待対応関
係を周知した。

エジンバラ産後うつ質問票が
高得点の方が増えている。虐
待防止のための窓口への相談
件数が増えている。
虐待予防の啓発はしているが
件数は年度により波があるが
以前として発生している状況
である。

発見された場合には早期に対応し、
必要に応じて医療機関など関係機関
と連携を行っていく。保育園や学校
等と連携を密にし、虐待の早期発見
に努める。
広報やホームページなどを活用して
市民に対して高齢者虐待予防を周知
する。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

1



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

22.8% 30.6% 29.3% 23.5% 51.6%

番号

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

62.90% 55.00%

基本施策 （３）人権擁護と権利擁護の充実

毎年の指標

生活困窮の相談者のうち、支援を
行った人の割合
※庁内資料（福祉課生活支援担当）
から施策の方向 ②ヤングケアラーの発見と対策

基本目標 ３　支援が必要な人にとどく地域づくり ５年後の指標

日常生活の中で、悩みや不安に感じ
ている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

評価結果（総括） 市民向けのヤングケアラー講習会を初めて実施した。今後も講習会を続け、ヤングケアラーを発見する市民の目を育てていく。

取組 ヤングケアラーの発見と対策（ネウボラ推進課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

市のHPや広報紙で周知する。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

民生児童委員に「ヤングケアラー」とは何かを周知する。
1

ヤングケアラーの発見につながる体制
づくりの構築や支援について検討す
る。

市民向けのヤングケアラー講
習会を実施し、ヤングケア
ラーについて学ぶ機会を設け
た。

参加者が少なく、ヤングケア
ラーに関する知識の周知が十
分にされなかった。

引き続き講習会を実施して周知を図
り、早期発見につなげる。ヤングケ
アラーへどのような支援ができるの
か検討する。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

2



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

22.8% 30.6% 29.3% 23.5% 51.6%

番号

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

民生委員児童委員などの研修において、成年後見制度の利用促
進に向けた取組を周知する。

3

権利擁護支援・制度利用促進機能の強
化に向けて、相談機能をはじめ、情報
連携の核となる中核機関の設置を検討
する。

社会福祉協議会に中核機関業
務を委託し、新規相談として
71件の相談があった。

中核機関の周知と運営体制の
検討
高齢者関係支援者と中核機関
との連携の促進を図る必要が
ある。

成年後見制度利用推進協議会などの
関係機関からの意見をもらい、体制
整備を行うこととする。
中核機関の定例会に参加をしながら
市内高齢者関係支援者との連携の必
要性を認識していく。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

成年後見制度を知る研修会等を介護支援者向けに開催する。

基本目標 ３　支援が必要な人にとどく地域づくり ５年後の指標

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

62.90% 55.00%

基本施策

成年後見制度について周知を行う。

取組 成年後見制度の利用促進と中核機関設置の検討（介護支援課・福祉課・ネウボラ推進課）

（３）人権擁護と権利擁護の充実

日常生活の中で、悩みや不安に感じ
ている人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

毎年の指標

生活困窮の相談者のうち、支援を
行った人の割合
※庁内資料（福祉課生活支援担当）
から施策の方向 ③成年後見制度の利用促進と中核機関設置の検討

評価結果（総括）

令和４年度から北杜市社会福祉協議会に中核機関業務を業務委託し、成年後見制度に関する窓口を設置しことにより、本市における成年後見制度の相談体制の強化を図ることができた。
今後は、中核機関の周知による体制整備を継続的実施する必要がある。

相談先を周知する。人としての尊厳を尊重する制度として成年
後見制度であることを知ってもらう。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

成年後見制度を認識するための研修会等を介護支援者向けに開
催する。

2

権利侵害からの保護、生活上の基本的
ニーズの充足だけでなく、本人らしい
生活等ができるよう、財産管理や身上
保護を中心とした成年後見制度の運用
を進める。

権利擁護関係の相談（虐待、
成年後見、消費者被害等を含
む）は延べ533件だった。

高齢者が増加し認知症の方も
増加しているので成年後見制
度の周知と後見人等になれる
人材の確保をする必要があ
る。

中核機関との定期会へ継続して参加
し、地域課題を明確化し解決策を検
討する。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

相談先を周知し、尊厳を尊重する制度であることを知ってもら
う。

1

制度の理解を図るための周知・啓発を
行い、制度の利用促進を図る。

成年後見制度が必要な方を中
核機関に繋げたのは20件だっ
た。

高齢者支援のツールとして制
度の周知がまだ不十分であ
る。

中核機関との定期会への参加を継続
し、地域課題を明確化し解決策を検
討する。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

3



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

2 1 1 1 8

番号

基本施策 （１）包括的な相談・支援体制整備の充実

毎年の指標
生活支援体制整備協議体設置数
※「第６次北杜市老人福祉計画・介
護保険事業計画」から施策の方向 ①住民主体の生活支援サービスの推進

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

81.60% 86.60%基本目標 ４　さまざまな支援につながるしくみづくり ５年後の指標

83.20% 88.20%

福祉の相談やサービスに関する情報
を得ることができた人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケート
調査」から

子育てが楽しいと感じる親の割合
※庁内資料（ネウボラ推進課）から

評価結果（総括） 住民主体による生活支援サービス運営団体は、担い手となるボランティアの不足により増えていない状況にある。

取組 住民主体の生活支援サービスの推進（福祉課・介護支援課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

ボランティア情報誌、広報シリーズ化により関心を持ってもらえ
るよう普及啓発していく。ボランティアセミナーの開始
支え合いファーラムの周知

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

ボランティア同士の情報交換を通して活動の輪を広げていけるよ
うボランティアセミナーの開催。
支え合いファーラムの周知

1

福祉や介護などに関係する諸団体と連
携し、生活支援サービスの向上に努め
る。

要支援者の生活支援を行う住
民主体の団体が１団体活動。
住民主体のサービスを提供す
る団体数：
支え合いのまちづくりフォー
ラムを１回開催　学習会を2
回開催

担い手となる住民主体による
団体が増えない。

ボランティアセミナーや生活支援体
制整備のフォーラム等を通して生活
支援サービスの必要性や住民性につ
いて支え合う活動の輪が広がるよう
支援していく。
生活支援体制整備事業等を通して生
活支援サービスの必要性や重要性に
ついて伝え、高齢者同士が支え合う
活動の輪は広がるよう支援してい
く。旧町村単位で支え合いフォーラ
ムを学習会の開催を促す。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

1



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

2 1 1 1 8

番号 各主体を促す工夫

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域包括支援センターの周知を広報やホームページなどを活用し
継続する。
体やこころの健康について困ったとき、市の窓口を選択肢とでき
るよう、周知に努める。
地域包括支援センターの周知を広報やホームページなど活用し継
続する。

主体

1

評価結果（総括） 広報媒体や関係機関の会議にて窓口の周知に努めているが周知が行き届いていない面がある。今後の複雑化・複合化する問題に対応した包括的な相談体制を構築する必要がある。

取組 継続した支援体制の整備（健康増進課・介護支援課・福祉課・ネウボラ推進課・子育て政策課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性

新しい情報発信のためホームページ
を更新する。広報等を利用して情報
発信を強化する。
重層的な支援体制に向けた取り組み
に協力して検討していく。
市民への周知として、新しい情報発
信のためホームページを更新する。
広報等を利用して情報発信を強化す
る。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

地域包括支援センターの周知を広報やホームページなどを活用し
継続する。
地域や組織を通じて、健康相談できる窓口を周知する。
地域包括支援センターの周知を広報やホームページなど活用し継
続する。

市民が困りごとや福祉サービスの利用
について、迷うことなく気軽に相談で
きるよう、広報紙やホームページ等の
さまざまな媒体を活用して、支援関係
機関等の周知に努めるとともに、情報
コーナーを活用した情報発信に努め
る。

8町の民生委員会において、
地域包括支援センターの周知
をした。民生委員定例会には
隔月に参加している。ホーム
ページを活用して周知を図っ
ている。高根総合支所玄関に
センター要チラシ用のボック
スを設置している。
健康相談の窓口を開庁日には
毎日設置し、市民が気軽に相
談できる体制をとり、延べ
2,865件の相談を受けた。こ
ころの健康相談先について、
広報やチラシで周知した。
各町の区長会で地域包括支援
センターのパンフレットを配
布した。民生委員会には隔月
に参加している。市民への周
知として、ホームページ掲
載、広報には地域包括支援セ
ンター業務関連の内容を掲載
した。高根総合支所の入口に
包括支援センター用のチラシ
用のボックスを設置した。

相談内容が複雑化・重症化し
てからの相談が多く、他課と
連携して複合的に対応しなけ
ればならないケースが増えて
いる。
相談内容が複雑化し、他課と
連携して複合的に対応しなけ
ればならないケースが増えて
いる。
ほくとゆうゆうふれあいニー
ズ調査によると認知症の相談
窓口として地域包括支援セン
ターの認知度は令和2年度は
52.7％で令和4年度は52.2％で
ありやや低下した。

子育てが楽しいと感じる親の割合
※庁内資料（ネウボラ推進課）から

83.20% 88.20%

毎年の指標
生活支援体制整備協議体設置数
※「第６次北杜市老人福祉計画・介
護保険事業計画」から施策の方向 ②継続した支援体制の整備

基本施策 （１）包括的な相談・支援体制整備の充実

基本目標 ４　さまざまな支援につながるしくみづくり ５年後の指標

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

81.60% 86.60%

福祉の相談やサービスに関する情報
を得ることができた人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケート
調査」から

2



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

2 1 1 1 8

番号

-

主体 各主体を促す工夫

妊娠準備期から子育て期に渡り相談
支援や母子保健、子育て支援に包括
的にワンストップで提供するために
専門職、関係機関、地域組織との連
携を密にし、引き続き行っていく。

施策の方向

目標値
（令和８年度）

86.60%

子育てが楽しいと感じる親の割合
※庁内資料（ネウボラ推進課）から

83.20%

基本目標 ４　さまざまな支援につながるしくみづくり ５年後の指標

基準値
（令和２年度）

福祉の相談やサービスに関する情報
を得ることができた人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケート
調査」から

81.60%

評価結果（総括） 高齢者福祉、障がい者福祉、子育てなどの各分野において対応を行い、複雑化・複合化した困難事例については相談機関が連携した支援を行うよう重層的支援体制整備事業の体制整備に向けた検討を行う必要がある。

取組 包括的な相談支援体制の充実（健康増進課・介護支援課・福祉課・子育て政策課・ネウボラ推進課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性

88.20%

基本施策 （１）包括的な相談・支援体制整備の充実

毎年の指標
生活支援体制整備協議体設置数
※「第６次北杜市老人福祉計画・介
護保険事業計画」から③包括的な相談支援体制の充実

相談先を周知する。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

相談先を周知する。

2

妊娠準備期から子育て期に亘って、相
談支援や母子保健、子育て支援を包括
的にワンストップで提供する「北杜市
版ネウボラ」を推進する。

妊娠準備期から子育て期に渡
り相談支援や母子保健、子育
て支援に包括的にワンストッ
プで提供するために専門職、
関係機関、地域組織との連携
を図り体制づくりに取り組ん
だ。

対応が困難な事例が多い。
市民・家庭の取り組
みを促すこと

相談先の周知

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

1

地域包括支援センター、子育て世代包
括支援センター、障害者総合支援セン
ター（かざぐるま）の相談支援機関の
より一層の連携を進め、包括的な相談
支援を行う。

妊娠準備期から子育て期に渡
り相談支援や母子保健、子育
て支援に包括的にワンストッ
プで提供するために専門職、
関係機関、地域組織との連携
を図り体制づくりに取り組ん
だ。介護支援課：複雑・困難
な課題を抱える高齢者が増え
ている。関係する部署の職員
を招集し、課題解決するため
支援困難型地域ケア個別会議
を19回開催した。

対応が困難な事例が多い。
業務の効率化のためにはシス
テムの統一が必要である。

妊娠準備期から子育て期に渡り相談
支援や母子保健、子育て支援に包括
的にワンストップで提供するために
専門職、関係機関、地域組織との連
携を密にし、引き続き行っていく。
介護支援課：各関係部署との連携の
あり方を検討する。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

3



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

2 1 1 1 8

番号

評価結果（総括）
新型コロナウイルス感染症の影響により訪問支援等に制限があったが、リモートでの相談も活用し、人と人の繋がりに幅が広がってきた。その中で、人が人を支えていくという視点を大切に継続した支援を継続
していく必要がある。

86.60%

83.20% 88.20%

基本施策 （１）包括的な相談・支援体制整備の充実

毎年の指標
生活支援体制整備協議体設置数
※「第６次北杜市老人福祉計画・介
護保険事業計画」から施策の方向 ④アウトリーチ支援の促進

基本目標 ４　さまざまな支援につながるしくみづくり ５年後の指標

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

福祉の相談やサービスに関する情報
を得ることができた人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケート
調査」から

81.60%

子育てが楽しいと感じる親の割合
※庁内資料（ネウボラ推進課）から

困っている世帯の情報をキャッチする体制の構築

2

地域における住民同士の「見守り」・
「声かけ」による支え合いを推進する
とともに、民生委員・児童委員等の地
域関係者や企業も含めたさまざまな機
関が連携し、包括的な見守りが行われ
る体制づくりを推進する。

民生委員・児童委員による声
かけ活動を実施。あんきじゃ
んネットワーク事業として、
事業者24社による通常業務の
中で緩やかな見守りを実施。

新型コロナウイルス感染症の
影響で地域内住民の交流が希
薄化している傾向にある。

行政、地域や事業者が連携した取組
が不可欠であることから、

市民・家庭の取り組
みを促すこと

家庭内での見守り体制や連絡を取るなど見守り活動を促す。」

1

地域内での日頃からの声かけや見守りを促す

取組 アウトリーチ支援の促進（福祉課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

情報の発信や受信ができる環境の整備ひきこもりの状態にある人に対し、ア
ウトリーチ（訪問支援）等による支援
等の検討を行う。

重層的支援体制整備事業にお
ける支援体制の構築を図るた
めの職員研修会を開催した。

庁内における体制の整備と民
間事業者等との連携に向けた
協議が必要。

重層的支援体制整備事業における民
間企業などと連携した窓口の設置や
講座の開催などを検討していく。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

4



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

2 1 1 1 8

番号

目標値
（令和８年度）

福祉の相談やサービスに関する情報
を得ることができた人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケート
調査」から

81.60% 86.60%基本目標 ４　さまざまな支援につながるしくみづくり ５年後の指標

基準値
（令和２年度）

1

民生委員・児童委員活動と地域包括支
援センターや障害者総合支援センター
（かざぐるま）などの関係機関の連携
を図り、地域での情報共有を促進す
る。

民生委員児童委員と各相談機
関との実務的な連絡会議は開
催していない。ただ、個別の
事案について、情報収集等に
よる連携を行っている。

支援を行うにあたっての連絡
体制や役割が具体化されてお
らず、支援体制が構築されて
いない

本市における包括的な支援体制を拘
置するための相談窓口や相談フロー
の検討を行う。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

方針

基本施策 （１）包括的な相談・支援体制整備の充実

毎年の指標
生活支援体制整備協議体設置数
※「第６次北杜市老人福祉計画・介
護保険事業計画」から施策の方向 ⑤多機関連携によるネットワークの強化

評価結果（総括） 民生委員児童委員と相談機関による連携体制が十分に機能していない場合があり、体制整備の構築が必要となっている。

取組 多機関連携によるネットワークの強化（福祉課）

令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体

子育てが楽しいと感じる親の割合
※庁内資料（ネウボラ推進課）から

83.20% 88.20%

民生委員児童委員や相談機関への周知の促進を図る。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

民生委員児童委員や地域住民が支援を必要とする人の情報が共有
できるような仕組の構築

各主体を促す工夫

5



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

4,515 5,004 7,370 11,200 17,855

714 854 1,036 1,056 817

番号

目標値
（令和８年度）

基本目標 ４　さまざまな支援につながるしくみづくり ５年後の指標

基準値
（令和２年度）

福祉の相談やサービスに関する情報
を得ることができた人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

81.60% 86.60%

子育てが楽しいと感じる親の割合
※庁内資料（ネウボラ推進課）から

83.20% 88.20%

基本施策 （２）福祉情報の提供体制の充実

毎年の指標

地域子育て支援拠点事業の延べ利用
者数
※庁内資料（ネウボラ推進課）から

ファミリー・サポート・センター活
動件数
※庁内資料（ネウボラ推進課）から

施策の方向 ①地域福祉に関する情報の周知

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

研修会や会議を通じて周知し、組織の中でも周知を図ってもら
う。

1

多様な媒体を活用し、幅広い情報発信
を行う。

民生委員・児童委員の活動内
容を周知するため、市広報誌
にシリーズ方式による周知を
行った。
健康に関する情報を広報紙、
ホームページ、チラシ、
LINE、区長回覧、各種会議資
料、などで周知した。
子育てに関する情報につい
て、広報・ホームページ等で
周知を図った。

行政区に加入しない市民や高
齢者や携帯電話等を所有しな
い市民がおり、広報誌などの
周知媒体などあらゆる機会を
通じて周知しているが、充分
に認知されるまでに至らな
い。
広報等の情報をどれくらいの
人が受け取っているか課題で
ある。

周知方法を検証しながら継続実施し
ていく。
子育てに関する情報について、分か
りやすく、広報・ホームページや
SNS等でも周知を行っていく。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

LINE登録の勧めなどにより、積極的に市から発信される情報を
受け取ってもらう。

評価結果（総括）
市広報誌、ホームページ、ＳＮＳなど、あらゆる広報媒体を通じて市の情報を積極的に発信することができた。高齢者や障害者など情報を受けとりにくい人への情報発信方法や受け取りやすい方法を引き続
き検討していく。

取組 地域福祉に関する情報の周知（全庁）

各主体を促す工夫方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体

1



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

4,515 5,004 7,370 11,200 17,855

714 854 1,036 1,056 817

番号

83.20% 88.20%

基本施策 （３）福祉サービスの充実

基本目標 ４　さまざまな支援につながるしくみづくり ５年後の指標

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

福祉の相談やサービスに関する情報
を得ることができた人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

81.60% 86.60%

子育てが楽しいと感じる親の割合
※庁内資料（ネウボラ推進課）から

評価結果（総括） 個別計画に基づく施策の推進により、コロナ禍によって途絶えていた人と人の交流による効果的な福祉サービスを幅広い年代の市民に提供した。

取組 高齢者、障がい者、子育て等の福祉分野におけるサービスの充実（健康増進課・介護支援課・福祉課・子育て政策課・ネウボラ推進課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

年度ごとにテーマを決めて、あらゆる機会で周知し、市民が無
理なく取り組めるように促す。サービスや教室などを周知す
る。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

会議や研修で議題とすることで、深く考える機会を作ってい
く。

2

福祉サービスに関する市民の意見を把
握し改善につなげる。

民生委員・児童委員による地
域内での巡回による把握を
行った。
各一時相談機関による相談窓
口での対応し、必要に応じて
横断的な情報連携に努めた。

地域住民の複合化・複雑化す
る課題に対して包括的な相談
体制が構築されていない。

各相談機関での相談体制を継続する
とともに、包括的な支援事業として
「重層的支援体制整備事業」の実施
に向けた検討を行う。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

-

1

関連計画の周知を図るとともに、施策
や事業を計画的に推進する。

重点目標を研修や会議の主要
議題とするなど、健康管理に
ついて考える機会の提供を
し、いただいた意見を次年度
の事業計画に反映した。
「北杜市子ども・子育て支援
事業計画」に基づき、事業を
実施した。

健康増進計画と自殺対策計画
の認知度が低いことを事業を
通じて感じる。

各種会議、研修だけでなく、出前健
康講座や課で作成するチラシなどで
も健康増進計画について説明するな
どし、周知を図っていく。
「北杜市子ども・子育て支援事業計
画」に基づき、事業を行う。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

-

施策の方向
①高齢者、障がい者、子育て等の福祉分野におけるサービスの
充実

毎年の指標

地域子育て支援拠点事業の延べ利用
者数
※庁内資料（ネウボラ推進課）から

ファミリー・サポート・センター活
動件数
※庁内資料（ネウボラ推進課）から

1



第４次北杜市地域福祉計画　進捗管理シート

基準値
（令和２年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（令和８年度）

4,515 5,004 7,370 11,200 17,855

714 854 1,036 1,056 817

番号

基本目標 ４　さまざまな支援につながるしくみづくり ５年後の指標

基準値
（令和２年度）

目標値
（令和８年度）

福祉の相談やサービスに関する情報
を得ることができた人の割合
※「令和３年度実施 市民アンケー
ト調査」から

81.60% 86.60%

子育てが楽しいと感じる親の割合
※庁内資料（ネウボラ推進課）から

83.20% 88.20%

基本施策 （３）福祉サービスの充実

毎年の指標

地域子育て支援拠点事業の延べ利用
者数
※庁内資料（ネウボラ推進課）から

ファミリー・サポート・センター活
動件数
※庁内資料（ネウボラ推進課）から

施策の方向 ②各種福祉分野の連携等の推進

評価結果（総括） 新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、交流事業の再開によりボランティア、民生委員児童委員などの連携に向けた取組を行った。

取組 各種福祉分野の連携等の推進（健康増進課・介護支援課・福祉課・子育て政策課・ネウボラ推進課）

方針 令和５年度実績（現状） 課題 次年度以降の取組の方向性 主体 各主体を促す工夫

ボランティア情報誌、広報を使った普及啓発を行い、地域のこ
とに関心を持ってもらう。

地域の組織・団体等
の取り組みを促すこ
と

市のみならず社会福祉協議会のボランティア等把握し、ボラン
ティア同士の情報交換を通して活動の継続、支援を行う。

1

地域団体等に対して情報提供やコー
ディネートを行う。

北杜市社会福祉協議会が行う
ボランティア活動に対し補助
金を交付し、交流の機会や養
成に努めた。

行政だけでなくボランティア
等の担い手の育成が必要と
なっている。

ボランティアや民生委員児童委員な
どの福祉に携わる関係者が交流でき
る機会を創出していく。

市民・家庭の取り組
みを促すこと

2


